
JP 5180328 B2 2013.4.10

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質（Ａ）（但し、酸化鉄及び／又は金属鉄のみからなる
物質の場合を含む）と、有機酸（Ｂ）として、グルコン酸又はグルタミン酸を含有し、
　酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質（Ａ）の少なくとも一部が鉄鋼スラグであることを特
徴とする鉄イオン供給材料。
【請求項２】
　酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質（Ａ）の少なくとも一部が製鋼スラグであることを特
徴とする請求項１に記載の鉄イオン供給材料。
【請求項３】
　有機酸（Ｂ）源が、有機酸粉末、有機酸塩、有機酸含有物質の中から選ばれる１種以上
であることを特徴とする請求項１又は２に記載の鉄イオン供給材料。
【請求項４】
　酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質（Ａ）由来の鉄分と有機酸（Ｂ）が結合して生成した
有機酸鉄を含有することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の鉄イオン供給材料
。
【請求項５】
　酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質（Ａ）と有機酸（Ｂ）を含有する粉粒状の混合原料を
成形して得られた成形物又はその破砕体であることを特徴とする請求項１～４のいずれか
に記載の鉄イオン供給材料。
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【請求項６】
　成形物が、粉粒状の混合原料を圧密成形して得られたブリケットであることを特徴とす
る請求項５に記載の鉄イオン供給材料。
【請求項７】
　成形物が、結合材を含む粉粒状の混合原料を水和硬化させた水和固化体であることを特
徴とする請求項５に記載の鉄イオン供給材料。
【請求項８】
　水和固化体が、粉粒状の製鋼スラグを主体とする酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質（Ａ
）を含有するとともに、主たる結合材として高炉スラグ微粉末が添加された混合原料を水
和硬化させた水和固化体であることを特徴とする請求項７に記載の鉄イオン供給材料。
【請求項９】
　成形物が、粉粒状の混合原料を炭酸固化させた炭酸固化体であることを特徴とする請求
項５に記載の鉄イオン供給材料。
【請求項１０】
　酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質（Ａ）と有機酸（Ｂ）を含有する粉粒状の混合原料を
造粒して得られた造粒物であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の鉄イオ
ン供給材料。
【請求項１１】
　成形物又は造粒物に含まれる有機酸（Ｂ）の少なくとも一部が、グルコン酸粉末、グル
コン酸塩の中から選ばれる１種以上であることを特徴とする請求項５～１０のいずれかに
記載の鉄イオン供給材料。
【請求項１２】
　グルコン酸又はグルタミン酸と鉄分が結合して生成した有機酸鉄を含有する溶媒からな
る鉄イオン供給材料であって、
　溶媒中の有機酸鉄が、下記（a）及び／又は（b）であることを特徴とする鉄イオン供給
材料。
　（a）請求項１～１１のいずれかに記載の鉄イオン供給材料から溶媒中に抽出された有
機酸鉄
　（b）溶媒中に、酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質（但し、酸化鉄及び／又は金属鉄の
みからなる物質の場合を含む）と、グルコン酸又はグルタミン酸を投入し、酸化鉄及び／
又は金属鉄含有物質から溶出した鉄分と前記有機酸を結合させて生成させた有機酸鉄。但
し、前記酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質の少なくとも一部が鉄鋼スラグである。
【請求項１３】
　酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質（但し、酸化鉄及び／又は金属鉄のみからなる物質の
場合を含む）と、グルコン酸又はグルタミン酸を含み、前記酸化鉄及び／又は金属鉄含有
物質の少なくとも一部が鉄鋼スラグである粉粒状の混合原料を成形して成形物とすること
を特徴とする鉄イオン供給材料の製造方法。
【請求項１４】
　粉粒状の混合原料を圧密成形し、該原料に含まれる粒鉄を主たるバインダ成分として固
化させ、ブリケットとすることを特徴とする請求項１３に記載の鉄イオン供給材料の製造
方法。
【請求項１５】
　粉粒状の混合原料を、該原料に含まれる結合材の水和反応により水和硬化させ、水和固
化体とすることを特徴とする請求項１３に記載の鉄イオン供給材料の製造方法。
【請求項１６】
　粉粒状の混合原料を、該原料に含まれる未炭酸化Ｃａの炭酸化反応により固化させ、炭
酸固化体とすることを特徴とする請求項１３に記載の鉄イオン供給材料の製造方法。
【請求項１７】
　酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質（但し、酸化鉄及び／又は金属鉄のみからなる物質の
場合を含む）と、グルコン酸又はグルタミン酸を含み、前記酸化鉄及び／又は金属鉄含有
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物質の少なくとも一部が鉄鋼スラグである粉粒状の混合原料を造粒して造粒物とすること
を特徴とする鉄イオン供給材料の製造方法。
【請求項１８】
　請求項１～１２のいずれかに記載の鉄イオン供給材料を、水中に散布又は設置若しくは
水底に埋設することを特徴とする鉄イオン供給方法。
【請求項１９】
　請求項１～１２のいずれかに記載の鉄イオン供給材料を、土壌に散布することを特徴と
する鉄イオン供給方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水域や陸域において、鉄分を植物（例えば、水域においては海藻や海草、陸
域においては各種の農耕作物）が容易に摂取できるような形態で供給するための鉄イオン
供給材料とその製造方法、並びにその鉄イオン供給材料を用いた鉄イオン供給方法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　水域の植物、陸域の植物（例えば、水域においては海藻や海草、陸域においては各種の
農耕作物）を問わず、植物にとって鉄は生育に不可欠な元素であり、鉄が欠乏すると生育
不良や葉の異常などの問題を生じる。鉄は、二価鉄イオンとして植物に取り込まれると考
えられている。
　近年、沿岸海域において海藻や海草の生育が低下し、問題視されているが、この問題も
、海藻や海草が利用可能な溶解性鉄の不足が一因と考えられている。
　沿岸海域では鉄の濃度自体は高いが、海水中では鉄は容易に酸化されて３価の鉄になっ
て不溶化するため、海藻や海草が摂取できないと考えられる。
【０００３】
　このような問題を解決し、鉄分を海藻や海草が容易に摂取できるような形態で水中に供
給する方法として、例えば、特許文献１には、有機酸鉄（フルボ酸鉄）を含有する農林水
産廃棄物および腐植土を含むコンクリート製の多孔質人工礁を水中に設置し、この人工礁
から有機酸鉄を水中に供給する方法が示されている。また、特許文献２，３には、鉄鋼ス
ラグと木質系腐植物や水産廃棄物を混合したものを透水性の袋体などに充填して、これを
水中に設置し、鉄鋼スラグ中の鉄分と木質系腐植物等に含まれるフルボ酸とが結合したフ
ルボ酸鉄を水中に供給する方法が示されている。
【０００４】
　一方、農耕作物などの陸域の植物についても、安定した生育のためには、十分な量の鉄
分が摂取されることが必要である。特にアルカリ土壌は鉄イオンが溶出しにくい環境であ
るため、鉄分の欠乏が生じやすい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－６１３６８号公報
【特許文献２】特開２００５－３４１４０号公報
【特許文献３】特開２００６－３４５７３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１～３の技術では腐植物や水産廃棄物などの資材を必要とするが、これらの資
材を大量に安定して入手することは困難であり、したがって、汎用的な利用は難しく、ま
た、湖沼や海域などの広い水域に適用することも難しい。また、これらの方法は、陸域の
微生物を高濃度で水域に持ち込むことになるので、生態系への影響という面からも好まし
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いものではない。
【０００７】
　したがって本発明の目的は、水域、陸域を問わず、植物が容易に摂取できる溶解性鉄（
鉄イオン）を長期間にわたって安定して供給することができ、特にアルカリ環境において
も同効果を得ることができる鉄イオン供給材料を提供することにある。
　また、本発明の他の目的は、鉄源として大量且つ安価に入手可能な資材を用いることで
、汎用的な利用が可能であり、水域・陸域の広い領域に適用可能な鉄イオン供給材料を提
供することにある。
　さらに、本発明の他の目的は、そのような鉄イオン供給材料を安定して製造することが
できる鉄イオン供給材料の製造方法と、鉄イオン供給材料を用いた鉄イオン供給方法を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、グルコン酸、グルタミン酸の中から選ばれる１種以上の有機酸を用い、
これを鉄源（酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質）と共存させた材料が、水中や土壌中に有
機酸鉄を長期にわたって安定的に供給するという機能が特に高く、しかもアルカリ環境で
あっても、そのような機能を発揮できることを見出した。
　また、グルコン酸とグルタミン酸を併用することにより、特に、鉄源としてスラグを用
いる場合や、鉄イオン供給材料をアルカリ土壌のようなアルカリ（高ｐＨ）環境下で使用
する場合に、材料の設置初期の段階から長期間持続的に鉄キレートを生成させ、鉄イオン
を水中や土壌に供給することができることが判った。
　また、粉末状のグルコン酸（有機酸粉末、有機酸塩など）を配合することにより、グル
コン酸の溶出性が適度に抑制され、上記と同等程度の溶出持続性が得られることも判った
。
【０００９】
　本発明はこのような知見に基づきなされたもので、以下を要旨とするものである。
［1］酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質（Ａ）（但し、酸化鉄及び／又は金属鉄のみから
なる物質の場合を含む）と、有機酸（Ｂ）として、グルコン酸又はグルタミン酸を含有し
、
　酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質（Ａ）の少なくとも一部が鉄鋼スラグであることを特
徴とする鉄イオン供給材料。
【００１０】
［2］上記［1］の鉄イオン供給材料において、酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質（Ａ）の
少なくとも一部が製鋼スラグであることを特徴とする鉄イオン供給材料。
［3］上記［1］又は［2］の鉄イオン供給材料において、有機酸（Ｂ）源が、有機酸粉末
、有機酸塩、有機酸含有物質の中から選ばれる１種以上であることを特徴とする鉄イオン
供給材料。
【００１１】
［4］上記［1］～［3］のいずれかの鉄イオン供給材料において、酸化鉄及び／又は金属
鉄含有物質（Ａ）由来の鉄分と有機酸（Ｂ）が結合して生成した有機酸鉄を含有すること
を特徴とする鉄イオン供給材料。
［5］上記［1］～［4］のいずれかの鉄イオン供給材料において、酸化鉄及び／又は金属
鉄含有物質（Ａ）と有機酸（Ｂ）を含有する粉粒状の混合原料を成形して得られた成形物
又はその破砕体であることを特徴とする鉄イオン供給材料。
［6］上記［5］の鉄イオン供給材料において、成形物が、粉粒状の混合原料を圧密成形し
て得られたブリケットであることを特徴とする鉄イオン供給材料。
［7］上記［5］の鉄イオン供給材料において、成形物が、結合材を含む粉粒状の混合原料
を水和硬化させた水和固化体であることを特徴とする鉄イオン供給材料。
【００１２】
［8］上記［7］の鉄イオン供給材料において、水和固化体が、粉粒状の製鋼スラグを主体
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とする酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質（Ａ）を含有するとともに、主たる結合材として
高炉スラグ微粉末が添加された混合原料を水和硬化させた水和固化体であることを特徴と
する鉄イオン供給材料。
［9］上記［5］の鉄イオン供給材料において、成形物が、粉粒状の混合原料を炭酸固化さ
せた炭酸固化体であることを特徴とする鉄イオン供給材料。
［10］上記［1］～［4］のいずれかの鉄イオン供給材料において、酸化鉄及び／又は金属
鉄含有物質（Ａ）と有機酸（Ｂ）を含有する粉粒状の混合原料を造粒して得られた造粒物
であることを特徴とする鉄イオン供給材料。
［11］上記［5］～［10］のいずれかの鉄イオン供給材料において、成形物又は造粒物に
含まれる有機酸（Ｂ）の少なくとも一部が、グルコン酸粉末、グルコン酸塩の中から選ば
れる１種以上であることを特徴とする鉄イオン供給材料。
【００１３】
［12］グルコン酸又はグルタミン酸と鉄分が結合して生成した有機酸鉄を含有する溶媒か
らなる鉄イオン供給材料であって、
　溶媒中の有機酸鉄が、下記（a）及び／又は（b）であることを特徴とする鉄イオン供給
材料。
　（a）上記［1］～［11］のいずれかに記載の鉄イオン供給材料から溶媒中に抽出された
有機酸鉄
　（b）溶媒中に、酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質（但し、酸化鉄及び／又は金属鉄の
みからなる物質の場合を含む）と、グルコン酸又はグルタミン酸を投入し、酸化鉄及び／
又は金属鉄含有物質から溶出した鉄分と前記有機酸を結合させて生成させた有機酸鉄。但
し、前記酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質の少なくとも一部が鉄鋼スラグである。
【００１４】
［13］酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質（但し、酸化鉄及び／又は金属鉄のみからなる物
質の場合を含む）と、グルコン酸又はグルタミン酸を含み、前記酸化鉄及び／又は金属鉄
含有物質の少なくとも一部が鉄鋼スラグである粉粒状の混合原料を成形して成形物とする
ことを特徴とする鉄イオン供給材料の製造方法。
［14］上記［13］の製造方法において、粉粒状の混合原料を圧密成形し、該原料に含まれ
る粒鉄を主たるバインダ成分として固化させ、ブリケットとすることを特徴とする鉄イオ
ン供給材料の製造方法。
［15］上記［13］の製造方法において、粉粒状の混合原料を、該原料に含まれる結合材の
水和反応により水和硬化させ、水和固化体とすることを特徴とする鉄イオン供給材料の製
造方法。
【００１５】
［16］上記［13］の製造方法において、粉粒状の混合原料を、該原料に含まれる未炭酸化
Ｃａの炭酸化反応により固化させ、炭酸固化体とすることを特徴とする鉄イオン供給材料
の製造方法。
［17］酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質（但し、酸化鉄及び／又は金属鉄のみからなる物
質の場合を含む）と、グルコン酸又はグルタミン酸を含み、前記酸化鉄及び／又は金属鉄
含有物質の少なくとも一部が鉄鋼スラグである粉粒状の混合原料を造粒して造粒物とする
ことを特徴とする鉄イオン供給材料の製造方法。
［18］上記［1］～［12］のいずれかの鉄イオン供給材料を、水中に散布又は設置若しく
は水底に埋設することを特徴とする鉄イオン供給方法。
［19］上記［1］～［12］のいずれかの鉄イオン供給材料を、土壌に散布することを特徴
とする鉄イオン供給方法。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の鉄イオン供給材料は、鉄源から溶出する鉄分とグルコン酸、グルタミン酸の中
から選ばれる１種以上の有機酸が結合して有機酸鉄が生成するので、水域、陸域を問わず
、植物が容易に摂取できる溶解性鉄（鉄イオン）を長期間にわたって安定して供給するこ
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とができ、特にアルカリ環境においても同効果を得ることができる。
　また、鉄源として、大量且つ安価に入手可能な資材である鉄鋼スラグなどのスラグ類を
用いることにより、凡用的な利用が可能で、水域、陸域などの広い領域に適用可能な鉄イ
オン供給材料とすることができる。
【００１７】
　また、有機酸としてグルコン酸とグルタミン酸を併用することにより、特に、鉄源とし
てスラグを用いる場合や、鉄イオン供給材料をアルカリ土壌のようなアルカリ（高ｐＨ）
環境下で使用する場合に、材料の設置初期の段階から長期間持続的に鉄キレートを生成さ
せ、鉄イオンを水中や土壌に供給することができる。
　また、粉末状のグルコン酸（有機酸粉末、有機酸塩など）を配合することにより、グル
コン酸の溶出性が適度に抑制され、上記と同等程度の溶出持続性が得られる。
　また、本発明の鉄イオン供給材料の製造方法によれば、上記のような優れた性能を有す
る鉄イオン供給材料を安定して製造することができる。
　また、本発明の鉄イオン供給方法によれば、上記のような優れた性能を有する鉄イオン
供給材料を用い、植物が容易に摂取できる溶解性鉄（鉄イオン）を長期間にわたって安定
して供給することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】人工海水に有機酸（グルコン酸、グルタミン酸）と金属鉄粉を添加した溶液のｐ
Ｈと鉄イオン濃度との関係を示すグラフ
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の鉄イオン供給材料は、酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質（Ａ）と、グルコン酸
、グルタミン酸の中から選ばれる１種以上の有機酸（Ｂ）を含有する材料である。この鉄
イオン供給材料は、鉄源である酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質（Ａ）から溶出する鉄分
とグルコン酸、グルタミン酸の中から選ばれる１種以上の有機酸が結合して有機酸鉄が生
成し、水域、陸域を問わず、植物が容易に摂取できる溶解性鉄（鉄イオン）を長期間にわ
たって安定して供給することができ、特にアルカリ環境においても同効果を得ることがで
きる。
【００２０】
　鉄源である酸化鉄及び／又は金属鉄含有物質（Ａ）（以下、説明の便宜上、単に「鉄源
（Ａ）」という）は、酸化鉄及び／又は金属鉄を含有するものであればよく、酸化鉄及び
／又は金属鉄のみからなる物質でもよい。
　鉄源（Ａ）としては、例えば、鉄鋼スラグ、非鉄製錬スラグ、ゴミ溶融スラグ、ダスト
、スケール、鉄粉、酸化鉄粉、砂鉄、鉄鉱石などが挙げられ、これらの１種以上を用いる
ことができる。
　鉄鋼スラグ（鉄鋼製造プロセスで発生するスラグ）としては、高炉スラグ、製鋼スラグ
、鉱石還元スラグなどがある。高炉スラグには、高炉徐冷スラグ、高炉水砕スラグがある
。また、製鋼スラグとしては、溶銑予備処理、転炉吹錬、鋳造などの工程で発生する製鋼
スラグ（例えば、脱炭スラグ、溶銑脱燐スラグ、溶銑脱硫スラグ、溶銑脱珪スラグ、造塊
スラグなど）、電気炉スラグなどが挙げられる。
【００２１】
　非鉄製錬スラグとしては、銅製錬スラグ、各種合金鉄製錬スラグなどが挙げられる。ゴ
ミ溶融スラグとしては、ゴミ焼却灰溶融スラグ、ゴミ直接溶融スラグなどが挙げられ、こ
れらのスラグには、徐冷された結晶質のものと急冷されたガラスカレット状のものがある
。ダストとしては、鉄鋼製造プロセスで発生するダスト（例えば、転炉ダスト、高炉ダス
トなど）が代表的なものとして挙げられる。スケールとしては、鉄鋼製造プロセスで発生
するスケール（例えば、ミルスケールなど）が代表的なものとして挙げられる。
【００２２】
　鉄源（Ａ）としては、純粋な酸化鉄よりも、スラグのように酸化鉄を固溶体として含む
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ものの方が、有機酸との反応性が高く、鉄イオンの溶出能が高いので好ましい。
　表１は、各種の鉄源とグルコン酸を混合した試料について、水中での鉄イオンの溶出性
を調べた結果を示している。この試験は下記条件で行った。
（1）各種の鉄源をチャック付ビニール袋に入れ、鉄源量の０．０７５mass％のグルコン
酸を添加して混合した後、一晩静置し、試料とした。
（2）試料１０ｇを２５０ｍＬポリ瓶に入れ、人工海水２００ｍＬを注入した後、振とう
装置で２００ｒｐｍ，２４時間の連続振とうを行った。
（3）振とう後のポリ瓶内容物を０．４５μｍフィルターでろ過し、ろ過後の液のＦｅ濃
度を測定した。液中のＦｅ濃度の分析は、ＩＣＰ-ＡＥＳ（誘導結合プラズマ発光分光分
析計）を用いて行った。
【００２３】
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【表１】

【００２４】
　表１に示されるように、試薬の酸化鉄は鉄イオンの溶出量は少ない。一方、銅製錬スラ
グやゴミ溶融スラグなどの非鉄スラグは、鉄イオンの溶出量は多いが、溶出能が高いため
長期間の溶出持続性には欠ける。これに対して、鉄鋼スラグ（表１では製鋼スラグ）は、
鉄イオンの適度な溶出能（試薬の酸化鉄よりも高く、非鉄スラグよりも低い溶出能）を有
し、したがって、長期間の溶出持続性も備えている。また、鉄鋼スラグは、安価で且つ大
量に入手可能であるという利点もある。
　また、試薬以外の金属鉄や酸化鉄は、鉄イオンの溶出能が鉄鋼スラグよりも高いが、試
薬の酸化鉄や非鉄スラグに較べれば適度な溶出能を有しているといえる。但し、これらの
金属鉄や酸化鉄は、鉄鋼スラグに較べて鉄イオンの溶出能が相当程度高いため、長期間の
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溶出持続性は鉄鋼スラグよりも劣る。さらに、鉄鋼スラグに較べて高価で且つ大量入手も
難しいという面もある。
【００２５】
　以上の点から、鉄源（Ａ）としては、鉄鋼スラグ、非鉄製錬スラグ、都市ゴミ溶融スラ
グが特に好ましく、これらの１種以上からなる若しくはこれらの１種以上を主体とする鉄
源（Ａ）（鉄源（Ａ）が鉄鋼スラグなどのスラグのみからなる場合を含む。以下同様）が
好ましい。また、スラグ類のなかでも特に鉄鋼スラグは、上記のように適度な溶出能を有
し、長期間の溶出持続性を備えていること、成分が安定していること、などの点から好ま
しく、したがって、鉄鋼スラグを含む若しくは鉄鋼スラグを主体とする鉄源（Ａ）（鉄源
（Ａ）が鉄鋼スラグのみからなる場合を含む。以下同様）が好ましい。なお、スラグはｐ
Ｈが低い方が望ましいので、スラグに含まれるＣａＯをＣａＣＯ３に炭酸化させたものを
使用してもよい。
　また、鉄鋼スラグのなかでも、鉄分を多く含む製鋼スラグが、鉄含有量の面から好まし
い。
【００２６】
　有機酸（Ｂ）としては、グルコン酸、グルタミン酸の中から選ばれる１種以上が用いら
れるが、そのなかで、グルコン酸は強酸で且つ水への溶解度が高いため、高ｐＨ下でもキ
レート形成・維持ができるという特徴がある。すなわち、グルコン酸は、高ｐＨ下でも錯
イオンとして鉄イオンを溶出させるとともに、同イオンを維持させることができる。一方
、グルタミン酸は水への溶解度が低いため、鉄イオンを徐々に且つ持続的に溶出させ、長
期的な溶出持続性を確保することができる。
【００２７】
　図１は、人工海水に有機酸（グルコン酸、グルタミン酸）と金属鉄粉を添加した溶液の
ｐＨとＦｅ濃度との関係を調べた結果を示している。この試験は下記条件で行った。
（1）ｐＨ８の人工海水２００ｍＬに対して、ｐＨ６～７程度となるように有機酸を添加
した。
（2）この有機酸を添加した人工海水に金属鉄粉０．１ｇを添加し、振とう装置で２００
ｒｐｍ，２時間の連続振とうを行った。
（3）振とう後の試料を遠心分離器で４０００ｒｐｍ，１５分間処理し、その上澄み液を
０．４５μｍフィルターでろ過したものを試料Ａ液とした。
（4）試料Ａ液に１Ｍ－水酸化ナトリウムを徐々に加え、初期ｐＨよりｐＨを１～２上げ
た。このｐＨ調整を行ってから２時間静置した後、遠心分離器で４０００ｒｐｍ，１５分
間処理し、その上澄み液を０．４５μｍフィルターでろ過し、ろ過後の液のＦｅ濃度を測
定した。液中のＦｅ濃度の分析は、ＩＣＰ-ＡＥＳ（誘導結合プラズマ発光分光分析計）
を用いて行った。
（5）上記（4）の作業を、ｐＨ１０～１１になるまで数回繰り返し行い、各ｐＨ毎のＦｅ
濃度の分析を行った。
【００２８】
　図１に示されるように、グルタミン酸を用いた場合には、海水のｐＨであるｐＨ８程度
になるとＦｅ濃度が相当程度低くなる。これに対して、グルコン酸を用いた場合には、ｐ
Ｈ８～１１でもＦｅ濃度は高いレベルを維持している。
　グルタミン酸とグルコン酸は、鉄イオンの溶出性に関して、それぞれ上述したような特
徴を有しており、それぞれの特徴を生かすという意味で、グルタミン酸とグルコン酸を併
用（複合添加）することが好ましく、なかでも、（i）鉄源（Ａ）としてスラグ（特に鉄
鋼スラグ）を用いる場合、（ii）鉄イオン供給材料をアルカリ土壌のようなアルカリ（高
ｐＨ）環境下で使用する場合、グルタミン酸とグルコン酸の併用が特に好ましい。
【００２９】
　上記（i）の場合は、グルタミン酸とグルコン酸の併用により、以下のような効果が期
待できる。一般に鉄鋼スラグなどのスラグ類（特に製鋼スラグ）は遊離ＣａＯを含有して
いるため、鉄イオン供給材料を水中や土壌中に設置した初期には、同材料の表面近傍は高
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ｐＨになるが、溶解性が高い強酸であるグルコン酸が材料の表面近傍を酸性にして鉄の溶
出が起こりやくし、鉄キレート化する。このようなグルコン酸による鉄キレートの生成は
、ｐＨ１２程度まで安定に維持される。一方、グルタミン酸は、溶解度が低いため水と触
れても直ぐには消費されず、鉄イオン（鉄キレート）を徐々に且つ持続的に溶出させる。
このようなグルタミン酸による鉄キレートの生成は、ｐＨ８．５程度（自然海水はｐＨ８
．２程度）まで安定に維持される。以上により、材料の設置初期の段階から長期間持続的
に鉄キレートを生成させ、鉄イオンを水中や土壌に供給することができる。
【００３０】
　また、上記（ii）の場合には、鉄イオン供給材料をアルカリ環境（アルカリ土壌など）
に設置した場合、溶解性が高い強酸であるグルコン酸が材料の表面近傍を酸性にして鉄の
溶出が起こりやくし、鉄キレート化する。一方、グルタミン酸は、溶解度が低いため水と
触れても直ぐには消費されず、鉄キレート（鉄イオン）を徐々に且つ持続的に溶出させる
。以上により、材料の設置初期の段階から長期間持続的に鉄キレートを生成させ、鉄イオ
ンを土壌などに供給することができる。
【００３１】
　有機酸（Ｂ）源としては、有機酸粉末、有機酸塩（粉末）、有機酸含有物質（有機酸含
有溶液を含む）などのいずれでもよく、これらの１種以上を上記鉄源（Ａ）と混合すれば
よい。有機酸塩としては、例えば、グルコン酸に関しては、グルコン酸ナトリウム、グル
コン酸カルシウム、グルコン酸マグネシウムなどが挙げられ、これらの１種以上を用いる
ことができる。さきに述べたようにグルコン酸は水への溶解度が高く、その分、グルタミ
ン酸に較べて溶出期間（溶出持続性）が短くなりやすいが、グルコン酸塩（粉末）やグル
コン酸粉末として鉄源（Ａ）に配合し、鉄イオン供給材料とすることにより、グルコン酸
の溶出性が適度に抑制される。このため、上述したようなグルコン酸とグルタミン酸を併
用（複合添加）した場合と同等の溶出持続性が得られる。このようなグルコン酸の溶出持
続性は、鉄イオン供給材料がブリケット、水和固化体、炭酸固化体などのような成形物や
造粒物である場合（とりわけブリケットの場合）に、特に得られやすい。したがって、成
形物又は造粒物に含まれる有機酸（Ｂ）の少なくとも一部が、グルコン酸粉末、グルコン
酸塩の中から選ばれる１種以上であることが好ましい。
【００３２】
　材料中でのグルコン酸やグルタミン酸の含有量は特に規定しない。但し、好ましい量の
鉄キレートを生成させるためには、グルコン酸とグルタミン酸をそれぞれ単独添加する場
合、両者を複合添加する場合のいずれにおいても、鉄源（Ａ）量に対して、グルコン酸は
０．０２５mass％以上、グルタミン酸は０．１mass％以上含有させることが好ましい。ま
た、有機酸を過剰に含有させても効果が飽和するので、鉄源（Ａ）量に対して、グルコン
酸、グルタミン酸ともに５mass％を、それぞれ上限とすることが好ましい。
　一方、後述するように鉄イオン供給材料をブリケットとする場合には、グルコン酸とグ
ルタミン酸をそれぞれ単独添加する場合、両者を複合添加する場合のいずれにおいても、
鉄源（Ａ）量に対して、グルコン酸は０．２５mass％以上、望ましくは０．５０mass％以
上、グルタミン酸は０．７５mass％以上、望ましくは１．５０mass％以上、それぞれ含有
させることが好ましい。
【００３３】
　また、後述するように鉄イオン供給材料を水和固化体（人工石材）とする場合には、（
i）有機酸の添加量が多くなるとｐＨが低下して水和固化体の強度が低下する傾向がある
ので、鉄イオンの溶出性と水和固化体の強度確保のバランスをとることが好ましい、（ii
）水和固化体（人工石材）からなる鉄イオン供給材料は、海藻などの着生基盤として使用
する場合が多く、このような使用形態の場合には、水和固化体の表層近傍に鉄分が供給さ
れればよいので、有機酸の添加量がそれほど多くなくてもよい、という特別な事情がある
ので、これらの観点からは、グルコン酸とグルタミン酸をそれぞれ単独添加する場合、両
者を複合添加する場合のいずれにおいても、鉄源（Ａ）量に対するグルコン酸の含有量の
下限を０．０２５mass％、グルタミン酸の含有量の下限を０．６mass％とすることが好ま
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しい。
　また、後述するように鉄イオン供給材料を炭酸固化体とする場合も、上記（ii）の点は
水和固化体と同じなので、この観点からは、グルコン酸とグルタミン酸をそれぞれ単独添
加する場合、両者を複合添加する場合のいずれにおいても、鉄源（Ａ）量に対するグルコ
ン酸の含有量の下限を０．０２５mass％、グルタミン酸の含有量の下限を０．６mass％と
することが好ましい。
【００３４】
　また、鉄イオン供給材料は、下記（a）又は（b）の特性を有すること、特に（a）及び
（b）の両特性を有することが好ましい。したがって、このような特性が得られるように
、鉄源（Ａ）や有機酸（Ｂ）の種類や配合率等を選択することが好ましい。
（a）海水と鉄イオン供給材料を質量比１０：１で混合し、振とう装置で２００ｒｐｍ，
２４時間の連続振とうを行い、振とう後の液を０．４５μｍフィルターでろ過し、ろ過後
の液のＦｅ濃度が１００ppb以上であること。
（b）同一の鉄イオン供給材料に対して、下記試験（イ）を毎日（２４時間毎）海水を入
れ替えて繰り返し実施し、測定されるＦｅ濃度が１０ppb以上である日が連続して１０日
以上続くこと。
　試験（イ）：海水と鉄イオン供給材料を質量比１０：１とし、海水に対して鉄イオン供
給材料を浸漬してゆっくり撹拌した後、２４時間静置し、その液を０．４５μｍフィルタ
ーでろ過し、ろ過後の液のＦｅ濃度を測定する。
【００３５】
　但し、鉄イオン供給材料を水和固化体（人工石材）とする場合には、上述した（i）及
び（ii）の観点から、満足すべき（a）、（b）の特性は、以下のようなものであることが
好ましい。したがって、下記（a）又は（b）の特性、好ましくは（a）及び（b）の両特性
が得られるように、鉄源（Ａ）や有機酸（Ｂ）の種類や配合率等を選択することが好まし
い。また、鉄イオン供給材料を炭酸固化体とする場合も、上述した（ii）の観点から同様
とする。
（a）海水と鉄イオン供給材料を質量比１０：１で混合し、振とう装置で２００ｒｐｍ，
２４時間の連続振とうを行い、振とう後の液を０．４５μｍフィルターでろ過し、ろ過後
の液のＦｅ濃度が２０ppb以上であること。
（b）同一の鉄イオン供給材料に対して、下記試験（イ）を毎日（２４時間毎）海水を入
れ替えて繰り返し実施し、測定されるＦｅ濃度が５ppb以上である日が連続して２８日以
上続くこと。
　試験（イ）：海水と鉄イオン供給材料を質量比１０：１とし、海水に対して鉄イオン供
給材料を浸漬してゆっくり撹拌した後、２４時間静置し、その液を０．４５μｍフィルタ
ーでろ過し、ろ過後の液のＦｅ濃度を測定する。
【００３６】
　本発明の鉄イオン供給材料は、鉄源（Ａ）と有機酸（Ｂ）以外の成分を含有していても
よい。例えば、後述するブリケットや水和固化体とする際に添加するバインダ、結合材、
フライアッシュ、アルカリ刺激剤（消石灰、セメントなど）など、さらには、化学混和剤
として、例えば、リグニンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸などの減水剤、ポリアクリ
ル酸などの高分子系混和剤などが挙げられるが、これに限定されない。また、グルコン酸
やグルタミン酸以外の有機酸を含有していてもよい。
【００３７】
　本発明の鉄イオン供給材料の形態に特別な制限はなく、例えば、粉粒体、造粒物、成形
物やその破砕体などのような任意の形態としてよい。したがって、例えば、有機酸含有液
をスラグなどの粉粒状の鉄源（Ａ）に含浸させた後、乾燥させたようなものでもよいが、
用途や使用目的に応じて、以下に述べるような形態とすることが好ましい。なお、造粒物
や成形物を得る場合には、鉄源（Ａ）と有機酸（Ｂ）を含む粉粒状の混合原料を造粒また
は成形するが、通常、粉粒状の混合原料の粒度は、例えば、ブリケットや炭酸固化体の場
合には５ｍｍ以下、水和固化体の場合には２５ｍｍ以下程度とすることが好ましい。
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　本発明の鉄イオン供給材料の形態は、例えば、水域に設置するに際して緩効性を期待す
る場合には、比表面積を小さくする意味で、ブリケット、水和固化体、炭酸固化体などの
粒状又は塊状の成形物若しくはその破砕体とすることが好ましい。
【００３８】
　前記ブリケットは、鉄源（Ａ）と有機酸（Ｂ）を含む粉粒状の混合原料（通常は、スラ
グなどの鉄源（Ａ）と有機酸（Ｂ）との混合物）を適当な大きさに成形（通常、圧密成形
）して得られる。ブリケットを成形するに際しては、混合原料中に粒鉄（金属鉄）を含有
させ、圧密成形時に粒鉄を酸化・発熱させることで主たるバインダとして利用することが
好ましい。粒鉄としては、鉄源（Ａ）自体に含まれる粒鉄、混合原料中に配合した粒鉄の
いずれでも、また両方でもよい。
　また、鉄鋼スラグなどのスラグは、一般に相当量の粒鉄を含んでいるため、鉄鋼スラグ
などのスラグを主体とする鉄源（Ａ）（鉄源（Ａ）が鉄鋼スラグなどのスラグのみからな
る場合を含む。以下同様）を用いる場合には、スラグ中に含まれる粒鉄を利用することで
、特別なバインダを添加することなく、所定の強度を有するブリケットを得ることができ
る。また、一般に鉄鋼スラグなどのスラグには水和反応を生じる成分（ＣａＯ、ＳｉＯ２

など）が含まれているため、この成分の作用により、成形後において経時的に強度が増す
。
【００３９】
　また、ブリケットは、水和反応を生じる成分（例えば、ＣａＯとＳｉＯ２を含み、場合
によりさらにＡｌ２Ｏ３、ＭｇＯなどの１種以上を含む成分）を主たるバインダとし、同
成分の水和硬化反応により固化させるようにしてもよい。特に、鉄鋼スラグなどのスラグ
は、一般に相当量のＣａＯとＳｉＯ２を含んでいるため、鉄鋼スラグなどのスラグを主体
とする鉄源（Ａ）を用いる場合には、スラグ中に含まれるＣａＯ、ＳｉＯ２の水和硬化反
応を利用することで、特別なバインダを添加することなく、所定の強度を有するブリケッ
トを得ることができる。
【００４０】
　鉄鋼スラグなどのスラグを主体とする鉄源（Ａ）を用い、特別なバインダを添加するこ
となくブリケットを製造する場合、水分を適当に含んだ粉粒状の混合原料（鉄源（Ａ）と
有機酸（Ｂ）を含む粉粒状の混合原料）をブリケット成形機で圧密（圧縮）成形し、必要
に応じて成形物を適当に養生し、所定の強度に固化させる。
　また、特別なバインダを添加する場合には、バインダを配合した粉粒状の混合原料（鉄
源（Ａ）と有機酸（Ｂ）を含む粉粒状の混合原料）をブリケット成形機で圧密（圧縮）成
形し、得られた成形物を適当に養生し、所定の強度に固化させる。配合するバインダとし
ては、上述した粒鉄（金属鉄）や水和反応を生じる成分（ＣａＯ、ＳｉＯ２など）の他に
、例えば、リン酸、粘土、ベントナイト、ポリビニルアルコール、カルボキシメチルセル
ロース、ポリアクリル酸、糖蜜、リグニン、硫酸マグネシウム、デンプン等の１種以上を
用いることができる。
【００４１】
　前記水和固化体は、鉄源（Ａ）と有機酸（Ｂ）を含む粉粒状の混合原料を、同原料に含
まれる結合材（水和反応を生じる成分）の水和硬化反応で固化させて得られる。一般に、
結合材は、ＣａＯとＳｉＯ２を含み、場合によりさらにＡｌ２Ｏ３、ＭｇＯなどの１種以
上を含む。結合材は、鉄源（Ａ）に含まれている成分を利用してもよいし、混合原料に添
加してもよい。添加する結合材としては、セメント、高炉スラグ微粉末、フライアッシュ
、消石灰などの１種以上を用いることができる。
　水和固化体の混合原料には、さらに必要に応じて、後述するような粉粒状の高炉水砕ス
ラグ、アルカリ刺激材、混和剤などの中から選ばれる１種以上を配合することができる。
　水和固化体は、結合材を含む混合原料を水と混練し、その混練物を型枠に流し込み或い
はヤード打ち込みし、硬化した後、一定期間に養生し、その後、必要に応じて塊状に破砕
することにより製品とする。
【００４２】
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　また、水和固化体としては、粉粒状の製鋼スラグを主体とする鉄源（Ａ）を用い、主た
る結合材として高炉スラグ微粉末を用いることが特に好ましい。この場合、粉粒状の製鋼
スラグは、水和固化体の主たる骨材となる。このような水和固化体（以下、「スラグ水和
固化体」という）は、同じ水和固化体であるコンクリートに劣らない高い強度を有する一
方で、コンクリートに較べて、水中での表面水のｐＨが低く（一般にコンクリートに較べ
て“１”程度低い）、また、製鋼スラグは鉄分だけでなくＳｉ（珪酸）、Ｐ（リン酸）を
多く含んでいるためＳｉ、Ｐの溶出性も高く、これらも水生植物の栄養分となる。
【００４３】
　スラグ水和固化体の混合原料には、さらに必要に応じて、粉粒状の高炉水砕スラグ、フ
ライアッシュ、アルカリ刺激材、混和剤などの中から選ばれる１種以上を配合することが
できる。
　前記粉粒状の高炉水砕スラグは、鉄源（Ａ）及び骨材の一部として配合されるが、弱い
水硬性を有しているので、スラグ水和固化体中にあっては、アルカリ刺激材によりアルカ
リ刺激を受けて固化し、強度にも寄与する。
　前記フライアッシュは、スラグ水和固化体の他の材料と比べるとＳｉＯ２の含有量が多
く、形状が球形に近いという特徴がある。このフライアッシュはポゾラン物質として働き
、長期材齢での強度向上に役立つとともに、スラグ水和固化体全体としてのアルカリ性を
低減させ、水和固化体を水に浸したときに溶出するアルカリ物質の量を低減させる働きも
ある。
【００４４】
　前記アルカリ刺激材としては、例えば、消石灰やセメントなどのＣａ系のものを用いる
ことができる。高炉スラグ微粉末は潜在水硬性を有し、アルカリ刺激によって硬化が促進
される。このためアルカリ刺激材を添加することで、より安定的に高い強度を得ることが
できる。
　前記混和剤（ＡＥ剤、減水剤、ＡＥ減水剤、高性能ＡＥ減水剤など）は、練混ぜ水の調
節、空気量の調節にはコンクリート用の混和剤が有効である。
【００４５】
　適正な品質（特に高い強度）のスラグ水和固化体を得るためには、有機酸（Ｂ）を除く
原料含有量は、以下のようにすることが好ましい。まず、基本成分については、鉄源（Ａ
）である製鋼スラグを６０～８５mass％、結合材である高炉スラグ微粉末を５～１５mass
％とすることが好ましい。また、製鋼スラグと高炉スラグ微粉末に対して、高炉水砕スラ
グ、フライアッシュ、アルカリ刺激材、混和剤などの１種以上を加える場合には、これら
の合計量を１０mass％以下とすることが好ましい。
　スラグ水和固化体は、以上述べたような混合原料を水と混練し、その混練物を型枠に流
し込み或いはヤード打ち込みし、硬化した後、一定期間に養生し、その後、必要に応じて
塊状に破砕することにより製品とする。
　なお、水和固化体は適度な強度を有する必要があり、少なくとも材齢２８日における強
度が１０Ｎ／ｍｍ２以上であることが好ましい。
【００４６】
　前記炭酸固化体は、鉄源（Ａ）と有機酸（Ｂ）を含む粉粒状の混合原料を、同原料に含
まれる未炭酸化Ｃａの炭酸化反応によって生成した炭酸カルシウムを主たるバインダとし
て固結させることで得られる。一般に、混合原料に含まれる未炭酸化Ｃａを水を介して炭
酸ガスと接触させることで炭酸化反応を生じさせ、この炭酸化反応で生成した炭酸カルシ
ウムを主たるバインダとして混合原料を固結させ、ブロック化された炭酸固化体を得る。
未炭酸化Ｃａは、鉄源（Ａ）に含まれている成分を利用してもよいし、混合原料に添加し
てもよい。
　一般に、鉄鋼スラグには相当量の未炭酸化Ｃａ（ＣａＯ及び／又はＣａ(ＯＨ)２）が含
まれているので、鉄源（Ａ）として鉄鋼スラグを用いれば、その未炭酸化Ｃａを炭酸化に
利用することができる。
【００４７】
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　具体的な製造方法としては、（1）混合原料を型枠に充填し、この原料充填層に炭酸ガ
ス（通常、炭酸ガス含有ガス。以下同様）を吹き込むことにより原料充填層を炭酸固化さ
せる方法、（2）混合原料を圧縮成形などにより予成形し、この予成形体を炭酸ガス雰囲
気内に置いて内部に炭酸ガスを浸透させることにより、予成形体を炭酸固化させる方法、
などがある。一般に混合原料の含水率は１～１０mass％程度が適当である。また、炭酸ガ
ス含有ガスのＣＯ２濃度は特に限定しないが、効率的な処理を行うには３％以上のＣＯ２

濃度とすることが好ましい。
【００４８】
　また、鉄イオン供給材料を陸域で使用（例えば、施肥材料として使用）するような場合
には、例えば、散布し易いように顆粒状、ペレット状などの成形物や造粒物することが好
ましい。この場合、鉄源（Ａ）として、肥料用原料となる以下のような製鋼スラグ（但し
、下記（4）は製鋼スラグの加工物）を用いることが好ましい。
（1）可溶性珪酸を１０mass％以上、好ましくは２０mass％以上、より好ましくは３０mas
s％以上含有する溶銑脱珪スラグ（珪酸質肥料用原料）
（2）燐酸濃度が７mass％以上、好ましくは１０mass％以上の溶銑脱燐スラグ（燐酸質肥
料用原料）
（3）可溶性珪酸を１０mass％以上、ク溶性燐酸を２mass％以上含有する溶銑脱燐スラグ
（珪酸燐酸肥料用原料）
（4）溶融状態でカリ原料（例えば、炭酸カリ、重炭酸カリ、硫酸カリ等のカリ塩、カリ
長石等のカリ含有鉱物の１種以上）を融合させた溶銑脱珪スラグ（ク溶性カリ肥料用原料
）
【００４９】
　例えば、以上のような製鋼スラグ（肥料用原料）を鉄源（Ａ）として用い、この鉄源（
Ａ）と有機酸（Ｂ）を含む混合原料を成形又は造粒して顆粒状やペレット状などの成形物
又は造粒物とする。その際、必要に応じて混合原料にバインダを添加する。バインダとし
ては、例えば、リン酸、粘土、ベントナイト、ポリビニルアルコール、カルボキシメチル
セルロース、ポリアクリル酸、糖蜜、リグニン、硫酸マグネシウム、デンプン等の１種以
上を用いることができる。
　造粒物については、例えば、適量の水を加え、必要に応じてバインダを添加した混合原
料を、回転皿型造粒機、回転円筒型造粒機などの造粒機を用いて、例えば平均粒径０．５
～６ｍｍ程度に造粒し、この造粒物を乾燥することにより得ることができる。
　製鋼スラグを用いた従来技術の肥料は、鉄分が有効成分として溶出することが殆ど期待
できなかったが、本発明の鉄イオン供給材料（施肥材料）は、燐酸や珪酸などの有効成分
に加えて鉄分も溶出するので、施肥材料として優れた性能を発揮できる。
【００５０】
　また、本発明では、グルコン酸、グルタミン酸の中から選ばれる１種以上の有機酸と鉄
分が結合して生成した有機酸鉄を含有する溶媒を、液状の鉄イオン供給材料として用いて
もよい。この場合、溶媒中の有機酸鉄は下記（a）及び／又は（b）からなる。
　（a）上述したような固体の鉄イオン供給材料（鉄源（Ａ）と有機酸（Ｂ）を含有する
鉄イオン供給材料）から水や水溶液などの溶媒中に抽出された有機酸鉄
　（b）水や水溶液などの溶媒中に、上述したような鉄源（Ａ）と有機酸（Ｂ）（有機酸
粉末、有機酸塩、有機酸含有物質の中から選ばれる１種以上）を投入し、鉄源（Ａ）から
溶出した鉄分と有機酸を結合させて生成させた有機酸鉄
　例えば、固体の鉄イオン供給材料又は鉄源（Ａ）と有機酸（Ｂ）を海水や水道水などの
溶媒に浸漬して撹拌し、その上澄み液を回収し、液状の鉄イオン供給材料とすることがで
きる。
【００５１】
　上述した鉄イオン供給材料を用いた鉄イオン供給方法では、水域の場合には、鉄イオン
供給材料を水中に散布または設置（水底に沈設する場合を含む）若しくは水底に埋設し、
陸域の場合には、鉄イオン供給材料を土壌に散布する。また、上述した溶媒からなる鉄イ
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　また、水域に鉄イオン供給材料を設置する場合、例えば、（i）ブリケット、水和固化
体、炭酸固化体などの粒状又は塊状の成形物については、そのまま利用海域に沈める、（
ii）透水性の袋や開口又は孔を有する剛性容器に入れる、（iii）透水性の袋（網）に入
れて水中に吊す、などの形態を採ることができる。一般に、鉄イオン供給材料の投入量は
、投入水域のＦｅ濃度を少なくとも２～３ppb程度上昇させるような量とすることが好ま
しい。
【実施例】
【００５２】
［実施例１］
　鉄源（Ａ）として、溶銑脱燐スラグ（粒径５ｍｍ以下）と金属鉄粉（鉄鋼スラグから回
収された粒鉄）を用い、溶銑脱燐スラグ及び／又は金属鉄粉とグルコン酸及び／又はグル
タミン酸を混合した混合原料２０ｇを荷重２ｔで片面加圧して圧密成形し、径２０ｍｍ×
高さ２０ｍｍのブリケットとした。グルコン酸は水溶液として、また、グルタミン酸は粉
末として、それぞれ鉄源（Ａ）に添加した。なお、比較例として、グルコン酸及びグルタ
ミン酸を配合しないブリケットを作成した。
　以上のブリケットについて、水中でのＦｅ溶出量とＦｅの溶出持続性を下記の方法で測
定・評価した。その結果を、鉄源（Ａ）と有機酸（Ｂ）の配合率とともに、表２に示す。
【００５３】
（1）Ｆｅ溶出量
　ブリケット（２０ｇ）を人工海水２００ｍＬ中に浸漬し、振とう装置で２００ｒｐｍ，
２４時間の連続振とうを行った。この連続振とう後の液を０．４５μｍフィルターでろ過
し、ろ過後の液のＦｅ濃度を測定した。液中のＦｅ濃度の分析は、ＩＣＰ-ＡＥＳ（誘導
結合プラズマ発光分光分析計）を用いて行った。
（2）Ｆｅの溶出持続性
　同一のブリケットに対して、下記試験（イ）を毎日（２４時間毎）人工海水を入れ替え
て繰り返し実施し、測定されるＦｅ濃度が１０ppb以上である日数（連続日数）を調べた
。液中のＦｅ濃度の分析は、ＩＣＰ-ＡＥＳ（誘導結合プラズマ発光分光分析計）を用い
て行った。
　試験（イ）：ブリケット（２０ｇ）を中空に吊したビーカーに人工海水２００ｍＬを入
れ、スターラーでゆっくり撹拌した後、２４時間静置し、その液を０．４５μｍフィルタ
ーでろ過し、ろ過後の液のＦｅ濃度を測定する。
【００５４】
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【表２】

【００５５】
［実施例２］
　鉄源（Ａ）として溶銑脱燐スラグ（粒径２ｍｍ以下）を用い、この溶銑脱燐スラグに、
グルコン酸及び／又はグルタミン酸を配合し、さらに高炉水砕スラグ微粉末（結合材）、
フライアッシュ及び普通ポルトランドセメントを配合した混合原料に水を加えて混練した
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。有機酸を除く原料の配合量は、溶銑脱燐スラグ：２０８３ｋｇ／ｍ３－混練物、高炉ス
ラグ微粉末：３７４ｋｇ／ｍ３－混練物、フライアッシュ：６１ｋｇ／ｍ３－混練物、普
通ポルトランドセメント：８８ｋｇ／ｍ３－混練物、水：２３１ｋｇ／ｍ３－混練物とし
た。この混練物を型枠（φ１００ｍｍ×２００ｍｍ）に充填して７日間の封緘養生で硬化
させ、脱枠した後、２０℃の水中にて２１日間養生し、水和固化体を得た。なお、グルコ
ン酸は水溶液として、また、グルタミン酸は粉末として、それぞれ鉄源（Ａ）に添加した
。なお、比較例として、グルコン酸及びグルタミン酸を配合しない水和固化体を作成した
。
　得られた水和固化体を５ｍｍ以下の粒度に破砕し、この破砕物２０ｇについて、水中で
のＦｅ溶出量とＦｅの溶出持続性を実施例１と同じ方法で測定・評価した。また、材齢２
８日における水和固化体の強度（σ２８）を測定した。それらの結果を、有機酸（Ｂ）の
配合率とともに、表３に示す。
【００５６】
【表３】

【００５７】
［実施例３］
　鉄源（Ａ）として、溶銑脱燐スラグ（粒径５ｍｍ以下）と金属鉄粉（鉄鋼スラグから回
収された粒鉄）を用い、溶銑脱燐スラグ及び金属鉄粉とグルコン酸塩（グルコン酸ナトリ
ウム粉末）を混合した混合原料２０ｇを荷重２ｔで片面加圧して圧密成形し、径２０ｍｍ
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　このブリケットについて、水中でのＦｅ溶出量とＦｅの溶出持続性を実施例１と同じ方
法で測定・評価した。その結果を、鉄源（Ａ）と有機酸（Ｂ）の配合率とともに、表４に
示す。
【００５８】
【表４】

【図１】
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